
下野市が取り組むこと

施策の方向Ⅰ-１　男女が共に働きやすい職場環境づくり
施策の方向Ⅰ-２　立案・決定の場での女性活躍の土壌づくり

職場での募集や採用において男女が平等となっていると思う市民の割合
市の審議会等委員における女性の割合

指　　　標

60.2％
37.5％

70％
40％

現状値
（令和元年度）

目標値
（令和７年度）

職場における慣習的な男女差別意識改善のための啓発活動の推進
ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む事業所の認定
企業や団体における男女共同参画促進のための啓発
ポジティブ・アクションの実施に向けた啓発

具 体 的 な 取 組
　「仕事と生活の調和」とも訳される言葉
で、やりがいや充実感をもちながら働く
とともに、家庭や地域生活などにおいて
も役割を果たすことができる状態のこと
を指します。ワーク・ライフ・バランスが
実現されることで、ライフステージに応
じて様々な生き方が選択・実現できます。

ワーク・ライフ・バランスって何のこと？

保育所の待機児童数
積極的に育児をしている父親の割合
家族の介護を理由にやむを得ず仕事を辞めたことがある市民の割合
地域ふれあいサロンの設置数
指定特定相談事業所数
乳がん検診の受診率

指　　　標

0人
61.2％
3.0％
57か所
７か所
40.4％

0人
65％
0％

72か所
９か所

60％以上

現状値
（令和元年度）

目標値
（令和７年度）

子育て、介護サービス、障がい福祉サービス等に関する情報の発信
多言語による情報提供の充実
窓口業務等における性的少数者に配慮した対応の実施
ライフステージに合わせた保健指導の実施

具 体 的 な 取 組

　「家事や育児は女性の方が得意だ」、「男性はリーダーに向いている」といった考え方をしていませんか。本来、性別を問
わず一人ひとり得意なことや苦手なことは異なります。誰もが性別にとらわれず、能力を活かしていきいきと暮らすこと
ができるよう、無意識のうちにこのような思い込みをしていないか考えてみましょう。

性別による固定的なイメージを捨てよう！

女性の活躍とワーク・ライフ・バランス実現に向けた環境づくり
【下野市女性活躍推進計画を含む】

基本目標Ⅰ

施策の方向Ⅱ-１　男女の活躍を支える子育て支援の実施
施策の方向Ⅱ-２　男女の活躍を支える介護支援の実施
施策の方向Ⅱ-３　困難を抱えた男女が安心して暮らすための支援の充実
施策の方向Ⅱ-４　性別や年代に応じた心身の健康づくり支援

だれもが安心して活躍できる社会を支える基盤づくり基本目標Ⅱ

施策の方向Ⅲ-１　あらゆる暴力の防止の意識づくり
施策の方向Ⅲ-２　ＤＶ被害者の支援体制づくり

殴る、蹴る、物を投げつけることがＤＶに含まれると知っている市民の割合
精神的・経済的・社会的・性的な暴力がＤＶに含まれると知っている市民の
割合
下野市女性相談（ＤＶ）ホットラインを知っている市民の割合
ＤＶを受けたとき、誰かに相談した市民の割合

指　　　標

89.5％

65.6％

14.3％
42.4％

100％

80％

25％
53％

現状値
（令和元年度）

目標値
（令和７年度）

ＤＶ防止に関する啓発リーフレットの作成、関係機関への配布
あらゆるハラスメントの防止のための労使双方への啓発・情報提供
ＤＶ防止啓発カード等を利用した相談窓口の周知
下野市要保護児童対策地域協議会代表者会議等との定期的な会議・研修の開催

具 体 な 取 組

生物学的にみた「体の性」と、自覚している「心
の性」は、必ずしも一致するものではありません。
性のあり方は「体の性（生物学的性）」「心の

性（性自認）」「好きになる性（性的指向）」等様々
な要素で成り立ちます。また、それぞれが必ず
しも２つに明確に分かれるのではなく、一人ひ
とりが異なったグラデーションになっています。

体や心の性について理解を深めよう！

あらゆる暴力の根絶と被害者支援の体制づくり
【下野市配偶者等からの暴力対策基本計画】

基本目標Ⅲ

社会全体において男女が平等となっていると思う市民の割合
男女共同参画のつどいの若年層（40代まで）の参加割合の増加
「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」を知っている、または聞いたことが
ある市民の割合

自治会活動など地域活動の場において男女が平等となっていると思う市民の
割合

指　　　標

12.8％
18.3％

27.1％

29％

18％
30％

32％

40％

現状値
（令和元年度）

目標値
（令和７年度）

男女共同参画に関するフォーラム・セミナー等の開催
リプロダクティブ・ヘルス／ライツの普及・啓発
自主防災組織への参画の促進

具 体 的 な 取 組

施策の方向Ⅳ-１　男女共同参画に関する教育・啓発の推進
施策の方向Ⅳ-２　人権と性の尊重意識の醸成
施策の方向Ⅳ-３　男女が共に担う地域社会づくりへの支援

人権の尊重と男女共同参画の意識づくり基本目標Ⅳ

DVとは、たたく、蹴るといった身体への暴力のことだけだと思っていませんか。DVには、妻や夫、パートナーの行動
や会う相手を制限する、傷つく言葉を使う、自由になるお金を渡さない、避妊に協力しないなど様々な行為が含まれます。
また、交際相手からふるわれる暴力は「デートDV」といいます。
DVは、どんな理由があっても許されない、人権を侵害する行為です。

身体的な暴力以外もDVになります！

的


